
令和 4 年度看護職のための滋賀県認知症研修会 開催要領 

 

１．趣   旨     認知症ケア（介護）は、本人の生活状況や環境、家族との関係等を踏まえながら展開する必要

があります。 

介護施設・事業所の看護職は、認知症を疾患として理解したうえで、本人とその家族等の想

いを汲み取り、根拠に基づいたケアを実践すること、そしてケアチームの一員として介護職等と

の連携が重要です。 

当連合会では、介護保険事業所・施設に勤務する看護職を対象に、認知症介護の質向上を

ねらいとした研修会を開催します。 

 

２．主   催     滋賀県介護サービス事業者協議会連合会 

  湖北地域介護サービス事業者協議会・彦根愛知犬上介護保険事業者協議会 

            東近江介護サービス事業者協議会・滋賀県南部介護サービス事業者協議会 

            甲賀市介護サービス事業者協議会・湖南市介護保険事業者協議会 

           大津市介護サービス事業者協議会・高島市介護サービス事業者協議会 

 

３．対   象    介護保険事業所・施設に勤務する看護職で全講座受講できる方 

※過去に同じ研修を受講されていない方に限ります。 

４．研修内容  

講座 日時・会場 テーマ・内容 講師 

第１ 

令和４年１０月２６日（水） 

１３：３０～１６：４０ 

（講義：１３：３５～１６：３５） 

キラリエ草津  

草津商工会議所 

多目的室 1・2 （ 1F ） 

 

 

「正しい疾患の理解と治療」 

認知症の疾患と治療について理解を深

める。 

 

南草津けやきクリニック 

院長   

宮川 正治 氏 

 

第２ 

 

令和４年１１月１０日（木） 

９：３０～１２：４０ 

（講義：９：３５～１２：３５） 

キラリエ草津  

草津商工会議所 

多目的室 1・2（ 1F ） 

 

「対象者に合わせてケアを考える」 

そのためには「介護現場で生活の視点

を持つ」ことの重要性を理解し、介護と

協働するための共通ツールを学ぶ。 

 

認知症看護認定看護師 

西村 優子 氏 

第３ 

令和４年１１月１０日（木） 

１３：３０～１６：４０ 

（講義：１３：３５～１６：３５） 

キラリエ草津  

草津商工会議所 

多目的室 1・2（ 1F ） 

 

「事例をとおして自己のケアを振り返る」 

映像事例をもとにグループワークを通し

て、利用者本位のケアについて考え、

現在提供している自分のケアについて

振り返る。 

 

認知症看護認定看護師 

西村 優子 氏 

 

        

第４ 

令和４年１１月１１日（金） 

９：１５～１２：２５ 

（講義：９：２０～１２：２０） 

キラリエ草津  

草津商工会議所 

多目的室 1・2（ 1F ） 

 

「認知症患者への医療職としての関わり」 

福祉・介護現場で協働する看護職とし

ての視点、役割を整理し、看護と介護を

どうつなげていくかについて考える。 

 

認知症看護認定看護師 

西村 優子 氏 

  （裏面へつづく） 



５．定   員    ４０名 

 

６．参加申込     当連合会ホームページよりお申込みください。 

              （https://shiga-kaigosa-ren.jp） 

             又はQRコードを携帯などで読み取って頂き、お申込みください。  

             ＊ホームページなどからの申込みが困難な方は、事務局にご連絡下さい。 

             （℡077-567-3921）ファックスにて申込書を送信させて頂きます。 

         

【申込みQRコード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．申込締切    令和４年１０月１８日（火） 

＊ただし、定員オーバーの場合は先着順とし、定員になり次第締め切ります。  

 

８．参 加 費    会員：無料  非会員：４講座 ４，０００円 

            非会員事業所の方へは、１０月１８日（火）頃にメールにて請求書を送信いたします。 

            １０月２４日までに振込にてお支払いください。 

振込手数料は参加者負担でお願いします。 

振込後のキャンセル（ご返金）はお受けできませんのでご了承ください。 

 

９．セミナーに関しての質問受付について 

        質問は、申込受付フォームのみ受付します。 

            個別の相談に近い質問にはお答えできません。 

              

１０．そ の 他   ① 駐車スペースに限りがありますので、できるだけ公共交通機関でお越し下さい。 

              なお、車でお越しの場合は、参加者責任において駐車願います。 

   ② 各講座開催日とも、１５分前より受付します。 

   ③ 会場での食事は可能です。 

食事の際は他の方とは話をせず、静かにお召し上がりください。 

   

    

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 キラリエ草津 草津市立市民交流センター （草津市大路二丁目１番３５号） 

 

 

 

第 1講座～第４講座・・・多目的室１・２（ １階 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場 案 内 


